
企　業　局

令和８年６月定例会

議 案 説 明 資 料

予算に関する説明書

（令和８年度６月補正予算等関係）
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【予算関係以外】

（議案）

議案番号 課名等 頁

第５号 経営企画課 3

（報告）

報告番号 課名等 頁

第６号 経営企画課 5

第７号 〃 6

第８号 〃 7

件　　　　　　　　　　名

令和７年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書について

令和７年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書につい
て

令和７年度鳥取県営電気事業会計継続費繰越計算書について

令和８年６月定例会議案説明資料目次

企 業 局

件　　　　　　　　　　名

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
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議案第５号（条例関係）                        経営企画課 

条

例

名

等 

 

  鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

提 

出 

理 

由 

及 

び 

概 

要 

 

１ 提出理由 

  施設の老朽化等に伴い、電気事業の用に供する発電施設のうち鳥取放牧場風力発

電所を廃止するよう所要の改正を行う。 

 

２ 概  要 

(１) 鳥取放牧場風力発電所を廃止する。 

(２) 施行期日は、令和８年９月１日とする。 
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鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県営企業の設置等に関する条例（昭和41年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（経営の基本） 

第４条 略 

２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその

最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとす

る。 

施設の名称 最大出力 電力供給

方法 

 略 卸売 

私都川発電所 

 

 

152キロワット 

 略 
 

（経営の基本） 

第４条 略 

２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその

最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとす

る。 

施設の名称 最大出力 電力供給

方法 

 略 卸売 

私都川発電所 152キロワット 

鳥取放牧場風

力発電所 

3,000キロワット 

 略 
 

  

附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

- 4 -



報
告
第
６
号

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

企
 
業

 
債

建
設

助
成

金
そ

 
の

 
他

5
1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
6
,
1
5
0
,
0
0
0

2
4
1
,
1
5
5
,
2
0
0

4
0
7
,
3
0
5
,
2
0
0

3
9
7
,
4
7
1
,
7
3
3

9
,
8
3
3
,
4
6
7

9
,
8
3
3
,
4
6
7

9
,
8
3
3
,
4
6
7

5
9
7
,
8
0
0
,
0
0
0

2
2
6
,
0
0
0
,
0
0
0

3
7
1
,
8
0
0
,
0
0
0

5
9
7
,
8
0
0
,
0
0
0

5
9
0
,
8
2
5
,
0
6
7

6
,
9
7
4
,
9
3
3

6
,
9
7
4
,
9
3
3

6
,
9
0
0
,
0
0
0

7
4
,
9
3
3

1
,
1
0
9
,
8
0
0
,
0
0
0

3
9
2
,
1
5
0
,
0
0
0

6
1
2
,
9
5
5
,
2
0
0

1
,
0
0
5
,
1
0
5
,
2
0
0

9
8
8
,
2
9
6
,
8
0
0

1
6
,
8
0
8
,
4
0
0

1
6
,
8
0
8
,
4
0
0

6
,
9
0
0
,
0
0
0

9
,
9
0
8
,
4
0
0

円
円

円
円

円
円

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

発
電

施
設

被
害

復
旧

費
営

業
費

用
1

電
気

事
業

費
1

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
財

源
内

訳

継
 
続

 
費

 
の

総
　

　
　

 
額

令
和

７
年

度
継

続
費

予
算

現
額

発
電

施
設

被
害

復
旧

費

円
円

円
円

円

令
和

７
年

度
鳥

取
県

営
電

気
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書

事
　

業
　

名

計

翌
　

年
　

度
逓

　
　

　
次

繰
 
 
越

 
 
額

残
　

　
額

項
款

支
払

義
務

発
生

額

- 5 -



報
告
第
７
号

令
和

７
年

度
鳥

取
県

営
電

気
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

　
地
方
公

営
企
業
法
第
2
6
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

左
 
　
の
 
　
財
 
　

源
 
　
内
 
　
訳

企
　
業
　
債

建
設
助
成

金
そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円
円

１
電

気
事

業
費

１
営

業
費

用
佐

治
発

電
所

北
谷

川
取

水
場

災
害

復
旧

工
事

（
仮

設
道

設
置

）
1
1
,
5
5
0
,
0
0
0

1
1
,
5
5
0
,
0
0
0

1
1
,
5
5
0
,
0
0
0

佐
治

発
電

所
通

信
ケ

ー
ブ

ル
ル

ー
ト

変
更

工
事

8
0
2
,
4
5
0

8
0
2
,
4
5
0

8
0
2
,
4
5
0

1
2
月
か
ら
２
月
ま
で
の
積
雪

に
よ
り
現
場
へ
の
立
ち
入
り

が
困
難
と
な
っ
た
た
め
。

施
工
者
に
よ
る
費
用
の
積
算

及
び
完
成
資
料
の
作
成
に
時

間
を
要
し
、
年
度
内
完
成
が

困
難
と
な
っ
た
た
め
。

説
 
 
 
 
明

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

款
項

不
用
額

事
　
業
　
名

予
算
計
上
額

支
払

義
務

発
生

額
翌

年
度

繰
越

額

1
2
,
3
5
2
,
4
5
0

計
1
2
,
3
5
2
,
4
5
0

1
2
,
3
5
2
,
4
5
0

- 6 -



報
告
第
８
号

令
和

７
年

度
鳥

取
県

営
工

業
用

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

　
地
方
公

営
企
業
法
第
2
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰

越
額

左
 
　
の
 
　
財
 
　
源
 
　
内
 
　
訳

企
　
業
　
債

建
設
助
成
金

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円
円

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

日
野

川
工

業
用

水
道

９
号

配
水

支
管

引
込

制
水

弁
設

置
工

事
5
,
9
4
3
,
3
0
0

5
,
9
4
3
,
3
0
0

5
,
9
0
0
,
0
0
0

4
3
,
3
0
0

説
 
 
 
 
明

不
用
額

項
款

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

事
　
業
　
名

予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
 
生
 
額

翌
 
年
 
度

繰
 
越
 
額

令
和
８
年
１
月
６
日
に
発
生

し
た
島
根
県
東
部
地
震
及
び

２
月
の
大
雪
に
よ
り
、
試
掘

時
期
が
延
期
と
な
り
、
年
度

内
完
成
が
困
難
に
な
っ
た
た

め
。

- 7 -



　
地
方
公

営
企
業
法
第
2
6
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰

越
額

左
 
　
の
 
　
財
 
　
源
 
　
内
 
　
訳

企
　
業
　
債

建
設
助
成
金

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円
円

1
工

業
用

水
道

事
業

費
1
営

業
費

用
日

野
川

工
業

用
水

道
４

号
配

水
本

管
水

管
橋

漏
水

応
急

対
策

工
事

1
4
,
6
6
5
,
2
0
0

1
4
,
6
6
5
,
2
0
0

1
4
,
6
6
5
,
2
0
0

不
用
額

事
　
業
　
名

款
項

予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
 
生
 
額

翌
 
年
 
度

繰
 
越
 
額

令
和
８
年
１
月
６
日
に
発
生

し
た
島
根
県
東
部
地
震
に
よ

る
水
管
橋
の
漏
水
対
応
工
事

に
お
い
て
、
カ
バ
ー
ジ
ョ
イ

ン
ト
の
納
期
が
遅
れ
る
こ
と

が
判
明
し
、
年
度
内
完
成
が

困
難
に
な
っ
た
た
め
。

説
 
 
 
 
明

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

- 8 -


